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・
シ
ヤ
史
の
時
代
湛
分
に
關
す
る
一
試
案
　
（
二
・
完
）

口

シ
ヤ
史
の
時
代
匠
分
に
關
す
ろ

　
i
七
世
紀
後
牛
よ
り
一
七
世
紀
初
頭
ま
で
i

一
試
案

（
二
・
完
）

二
八

は
し
が
き

第
一
翫
早
　
　
キ
謬
工
フ
●
ル
ー
シ

第
二
章
　
ス
ズ
ダ
リ
・
ル
置
シ

第
三
堂
　
モ
ス
ク
ワ
・
ル
ー
シ

む
す
ぴ

（
以
上
前
號
）

（
以
下
本
號
）

中
　
澤
　
精
　
次

B良

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
モ
ス
ケ
ワ
・
ル
置
シ

　
ス
ズ
ダ
リ
・
ル
ー
シ
の
初
期
、
モ
ス
ク
ワ
領
有
地
（
客
○
突
o
鴇
釜
詠
蜜
誉
も
は
、
モ
ス
ク
ワ
河
畔
の
極
め
て
小
さ
な
｝
領
有
地
に
す
ぎ
な
か

つ
た
（
註
1
）
。
し
か
し
こ
の
地
は
、
ク
リ
ヤ
ジ
ム
河
（
尿
旨
お
ぴ
家
）
、
モ
ス
ク
ワ
河
の
水
蓮
に
め
ぐ
ま
れ
、
又
、
キ
ー
エ
フ
、
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
、
ウ

ラ
ヂ
ミ
ー
ル
等
の
諸
都
市
に
通
す
る
陸
路
の
接
績
黙
に
位
し
た
（
註
2
）
。
し
か
し
一
二
こ
二
世
紀
頃
は
、
こ
の
地
理
的
條
件
が
、
モ
ス
ク
ワ
領
主

に
と
り
そ
れ
程
有
利
な
條
件
と
は
な
つ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
他
の
自
然
的
肚
會
的
條
件
に
よ
つ
て
（
註
3
）
、
南
方
遊
牧
民
の
危
瞼
か
ら
隔
離
さ
れ

丸
た
め
に
、
こ
の
地
方
は
好
適
な
植
民
地
と
な
つ
て
い
た
。
從
つ
て
人
口
は
綱
密
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
た
め
、
モ
ス
ク
ワ
領
主
は
、
他
の
領
主
よ
り
以
上
の
オ
プ
・
ー
ク
を
、
牧
取
す
る
こ
と
が
出
來
た
。
し
か
も
、
ま
も
な
く
地
理
的
條
件
の



影
響
が
、
・
ス
ト
フ
・
ス
ズ
ダ
リ
の
地
の
政
治
的
経
潴
的
濃
展
に
慮
じ
て
現
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
モ
ス
ク
ワ
領
主
は
、
諸
領
主
に
比
較
し
て
よ
り

　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

多
額
の
タ
ム
ガ
（
雷
冨
β
）
ー
關
視
i
を
得
る
こ
と
が
出
來
た
の
で
あ
る
。
（
註
4
）
。
か
く
し
て
モ
ス
ク
ワ
領
主
は
、
ま
す
富
力
の
黙
で
諸

領
主
に
優
越
し
て
き
た
。

　
し
か
し
、
，
そ
の
富
に
も
か
か
わ
ら
す
、
弱
小
の
領
主
で
あ
る
こ
と
が
、
老
檜
な
タ
タ
ー
ル
汗
の
好
意
を
、
受
け
る
に
足
る
條
件
と
も
な
つ
牝
。

そ
の
富
は
汗
の
ヴ
ア
ス
カ
ー
ク
（
α
m
突
契
）
｛
徴
貢
使
（
註
5
Y
ー
と
な
る
に
悠
し
く
、
そ
の
無
力
さ
は
、
そ
れ
だ
け
汗
に
と
つ
て
、
危
険
の

少
い
こ
と
を
意
昧
し
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
リ
タ
ー
（
欠
碧
豪
轟
）
ー
金
袋
ー
の
異
名
を
も
つ
、
イ
ワ
ン
一
世
（
国
切
臣
酬
旨
器
－
屋
障
）
（
謎
6
）

は
、
ル
ス
に
お
け
る
大
侯
の
地
位
を
獲
得
し
た
。

　
叉
、
同
様
の
理
由
で
、
ギ
リ
シ
ヤ
正
教
會
（
切
o
自
2
塁
凶
員
巷
否
甲
）
が
、
モ
ス
ク
ワ
領
主
に
接
近
し
た
。
モ
ス
ク
ワ
は
、
大
司
教
の
所
住
地
、
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

リ
シ
ヤ
正
教
會
の
首
府
と
な
つ
た
。
從
つ
て
モ
ス
ク
ワ
領
主
は
、
ギ
リ
シ
ヤ
正
教
會
の
保
護
者
の
地
位
も
、
あ
わ
せ
て
獲
得
し
た
の
で
あ
る
（
註
7
）

　
以
上
述
べ
た
富
と
、
タ
タ
ー
ル
汗
の
支
配
椹
力
、
及
び
ギ
リ
シ
ヤ
正
教
會
の
宗
教
的
穰
威
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
、
モ
ス
ク
ワ
領
主
の
優
越
性
は

衣
第
に
顯
著
と
な
つ
た
。
イ
ワ
ン
一
世
が
カ
リ
タ
ー
と
呼
ば
れ
た
同
様
の
意
味
で
、
イ
ワ
ン
の
子
、
セ
ミ
ヨ
ン
（
∩
①
窯
o
F
嵐
富
－
旨
誘
）
は
、

傲
慢
王
（
8
℃
》
び
愚
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
「
鞭
と
金
貨
の
袋
」
（
註
8
）
に
基
く
政
策
の
結
果
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
セ
ミ
ヨ
ン
の
死
後
（
誰
9
）
、
イ
ワ
ン
ニ
世
（
＝
切
臣
戸
一
〇。
器
－
冨
お
）
は
、
遺
言
（
註
m
）
を
蓮
守
し
、
勢
力
の
充
實
に
努
め
た
。

汗
は
、
彼
が
諸
領
主
に
封
し
て
も
つ
裁
判
椹
を
確
認
し
て
い
る
（
註
1
1
）
。
つ
い
で
、
ド
ミ
ト
リ
・
ド
ン
ス
コ
イ
（
員
国
寓
胃
℃
醤
酔
＞
o
再
民
o
F

一
〇
。
爵
ー
影
o
o
り
）
は
、
バ
ヤ
ー
リ
ン
の
支
持
を
受
け
て
、
ス
ズ
ダ
リ
領
主
ド
ミ
ト
リ
大
侯
か
ら
、
再
び
、
ヤ
リ
ー
ク
（
着
ぴ
臭
）
を
奪
同
し
た
（
註
1
2
）
。

こ
れ
以
後
、
モ
ス
ク
ワ
領
主
の
大
侯
と
し
て
の
地
位
は
、
不
動
的
な
も
の
と
な
つ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
領
主
聞
の
封
建
的
闘
雫
を
通
じ
て
、
モ
ス
ク
ワ
領
主
灌
力
の
伸
長
に
貢
献
し
た
そ
の
階
級
的
基
礎
が
、
究
明
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

富
叉
は
汗
の
権
力
、
あ
る
い
は
蒙
教
的
椹
威
も
そ
れ
自
身
は
、
モ
ス
ク
ワ
領
主
を
、
封
建
的
闘
雫
の
勝
利
者
と
す
る
十
分
な
條
件
と
な
り
得
な
い

　
　
　
　
ロ
シ
ヤ
史
の
侍
代
逼
分
に
關
す
る
一
試
案
　
（
二
・
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
ロ
シ
ヤ
史
の
時
代
匠
分
に
關
す
る
一
試
案
　
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
章
の
考
察
は
、
そ
の
實
力
的
基
礎
が
、
小
作
制
的
土
地
所
有
者
暦
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
そ
の
小
作
制
的
土
地

所
有
者
贋
ー
ポ
メ
ス
チ
ィ
キ
イ
（
呂
鎮
の
目
莫
践
）
に
つ
い
て
の
べ
よ
う
。

　
奴
隷
主
約
槽
カ
ー
領
主
椹
力
の
強
化
が
、
バ
ヤ
ー
リ
ン
と
の
主
從
關
係
に
、
現
わ
れ
た
こ
と
は
既
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
領
主

は
又
よ
り
積
極
的
な
強
化
策
を
と
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宮
廷
奴
隷
の
軍
事
的
使
用
で
あ
る
。
領
主
は
、
農
耕
に
使
用
す
る
奴
隷
以
外
に
、
種

六
の
奴
隷
を
所
有
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
執
事
書
記
あ
る
い
は
造
園
師
等
で
あ
る
（
謎
1
3
）
。
こ
れ
ら
の
奴
隷
は
、
そ
の
職
務
の
途
行
上
必
要
と
す

る
土
地
を
與
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
土
地
は
所
有
で
は
な
く
、
職
務
期
間
中
の
み
そ
の
保
有
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
軍
事
奴
隷
も
ま
た
こ

れ
ら
の
奴
隷
と
同
様
に
ぐ
そ
の
職
務
に
封
し
て
土
地
の
保
有
が
認
め
ら
れ
た
。
ポ
メ
ス
チ
ィ
エ
（
目
寓
。
S
需
）
ー
複
鍛
は
ポ
メ
ス
チ
イ
ー

（
口
0
9
0
2
置
）
ー
と
は
、
こ
の
よ
う
な
土
地
を
指
す
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
領
主
椹
力
の
強
化
、
領
主
相
互
の
排
他
性
は
、
加
速
度
的
に
加
わ
る
。
強
化
は
封
立
を
惹
起
し
、
封
立
抗
孚
は
よ
り
以
上
の
強
化
を

要
求
し
て
く
る
。
從
つ
て
ポ
メ
ス
チ
イ
ェ
の
敬
は
急
速
に
増
加
し
た
。
同
時
に
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
ェ
制
（
＝
o
蜜
9
昆
雷
o
§
器
蜜
餌
）
の
普
及
は
、

バ
ヤ
ー
リ
ン
の
身
分
に
攣
化
を
も
た
ら
し
て
き
た
。

　
奴
隷
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
身
分
的
に
不
自
由
で
あ
る
が
、
バ
ヤ
ー
リ
ン
は
原
則
的
に
は
自
由
で
あ
砂
、
そ
の
奉
仕
は
、
彼
等
の
自
由
意
思
に

基
く
も
の
で
あ
る
（
註
1
4
）
。
し
か
し
、
バ
ヤ
ー
リ
ン
は
、
そ
の
奉
仕
の
代
償
！
ポ
メ
ス
チ
イ
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
當
然
ヤ
領
主
の
拘
束
に

服
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
奉
仕
、
進
退
の
自
由
は
、
徐
六
に
浩
滅
し
て
き
た
（
註
1
5
）
。
こ
れ
に
反
し
て
、
奴
隷
の
身
分
的
解
放

が
現
わ
れ
た
。
要
す
る
に
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
エ
所
有
者
（
目
蜜
9
霞
8
ω
器
霞
の
）
で
あ
る
奴
隷
と
、
ボ
ヤ
ー
リ
ン
と
の
差
違
が
、
次
第
に
消
滅
し

て
き
た
。
こ
の
頃
す
な
わ
ち
一
五
世
紀
頃
に
、
こ
の
土
地
所
有
形
態
が
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
エ
制
と
言
う
言
葉
で
現
わ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
そ
れ
は
、

實
質
的
に
は
一
五
世
紀
以
前
に
さ
か
の
ぼ
り
、
領
有
地
時
代
、
封
建
的
分
椹
的
國
家
形
態
の
時
代
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
詐
1
6
）
。



　
要
す
る
に
、
ポ
メ
ス
チ
イ
の
稜
生
的
契
機
は
、
奴
隷
主
的
構
力
、
す
な
わ
ち
領
主
樺
力
の
彊
化
で
あ
る
。
從
つ
て
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
エ
制
の
稜
蓬

は
、
領
主
樺
力
特
に
モ
ス
ク
ワ
領
主
椹
力
の
伸
長
で
あ
つ
た
。
モ
ス
ク
ワ
領
主
は
、
全
ル
ー
シ
の
諸
領
主
を
、
「
そ
の
手
中
に
牧
め
た
」
（
詫
1
7
）
の

で
あ
る
。
ポ
メ
ス
チ
イ
の
穫
蓮
に
鷹
し
い
諸
條
件
を
、
モ
ス
ク
ワ
領
主
が
、
最
も
よ
く
そ
な
え
て
い
た
か
ら
で
あ
つ
た
。

　
し
か
し
、
ポ
メ
ス
チ
イ
の
稜
達
は
、
牧
取
形
態
的
護
展
の
上
に
、
重
要
な
意
義
を
も
つ
て
い
る
。
本
來
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
ェ
は
、
一
時
的
保
有
を

原
則
と
す
る
。
從
つ
て
、
他
に
世
襲
地
を
併
有
し
な
い
（
狭
義
の
ポ
メ
ス
チ
ィ
キ
ィ
ー
例
え
ば
、
軍
事
奴
隷
）
が
、
こ
れ
を
小
作
制
的
に
経
螢
す
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
し
か
も
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
エ
以
外
に
、
世
襲
地
所
有
者
で
も
あ
る
バ
ヤ
ー
リ
ン
は
、
そ
の
世
襲
地
を
小
作
制
的
に
維
螢
し

て
い
る
、
從
つ
て
、
廣
義
の
ポ
メ
ス
チ
ィ
エ
も
ま
た
小
作
制
的
に
経
螢
さ
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
當
然
ポ
メ
ス
チ
イ
に
は
小
作
制
的
牧
取
が
支
配
し

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
御
料
地
特
に
黒
土
が
、
ポ
メ
ス
チ
イ
に
輔
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
エ
制
の
震
達
は
、
共
同
膿
的
農

民
暦
の
小
作
制
的
解
浩
で
あ
つ
た
。

　
從
つ
て
、
黒
土
の
小
作
制
的
解
治
が
、
封
建
的
諸
領
主
の
内
か
ら
、
モ
ス
ク
ワ
領
主
を
優
越
さ
せ
た
の
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
モ
ス
ク
ワ
領

主
椹
力
は
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
キ
イ
に
、
そ
の
階
級
的
基
礎
を
置
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
封
建
的
領
主
槽
力
を
解
浩
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
更
ら
に
言
い

換
え
る
と
、
モ
ス
ク
ワ
領
主
灌
力
は
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
キ
イ
に
よ
る
、
黒
土
の
小
作
制
的
解
浩
の
嫁
黙
と
な
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
故
に
、
モ
ス

ク
ワ
領
主
椹
力
は
、
集
樺
的
支
配
槽
力
、
王
標
に
稜
展
し
得
た
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
過
程
を
、
モ
ス
ク
ワ
領
主
の
諸
政
策
を
通
じ
て
論
明

し
て
み
よ
う
。

　
モ
ス
ク
ワ
領
主
、
す
な
わ
ち
ポ
メ
ス
チ
ィ
キ
イ
の
積
極
的
要
求
は
、
ま
す
諸
領
有
地
の
獲
得
に
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
四
七
一
年
に
ノ

ー
ヴ
ゴ
・
ド
征
服
、
一
四
七
二
年
に
ペ
ル
ム
（
口
巷
呂
）
領
有
地
の
獲
得
、
一
四
七
四
年
に
・
ス
ト
フ
領
有
地
の
買
牧
が
み
ら
れ
る
。
　
つ
い
で
、

一
四
八
五
年
に
ト
ヴ
エ
ル
、
一
五
一
〇
年
に
プ
ス
コ
フ
（
コ
突
畠
）
、
】
五
一
七
年
に
リ
ヤ
ザ
ン
の
諸
領
有
地
が
併
合
さ
れ
た
。
そ
の
後
一
五
二
三

年
ま
で
に
、
チ
ェ
ル
ニ
ゴ
フ
、
ノ
ブ
ゴ
・
ド
・
セ
ベ
ル
ス
キ
イ
（
エ
o
零
8
0
導
∩
畠
6
突
謀
酢
）
の
諸
領
有
地
が
、
モ
ス
ク
ワ
領
有
地
と
な
つ
て

　
　
　
・
シ
ヤ
史
の
時
代
湿
分
に
關
す
る
一
試
案
　
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
ロ
シ
ヤ
史
の
時
代
偏
【
分
に
關
す
る
一
試
案
　
（
二
・
出
兀
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猛
二

い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
領
有
地
が
、
直
ち
に
ポ
メ
ス
チ
イ
に
轄
化
し
た
こ
と
は
述
べ
る
ま
で
も
な
い
（
註
1
8
）
、
特
に
、
タ
タ
ー
ル
の
勢
力
を
騙
逐
し

て
獲
得
し
た
南
露
地
方
は
、
防
衛
の
必
要
も
あ
つ
た
が
、
大
部
分
、
ポ
メ
ス
チ
イ
化
し
た
（
註
1
9
）
。
イ
ワ
ン
三
世
（
マ
冨
壁
日
℃
に
露
ー
一
㎝
象
）
、

及
び
ワ
シ
リ
三
世
（
ω
8
箋
豪
帥
目
、
嶺
O
㎝
ー
嶺
o。
o

。
）
の
前
述
の
よ
う
な
諸
政
策
の
途
行
は
、
當
然
に
封
建
的
領
主
標
力
の
解
溝
と
な
つ
て
、
現

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
雷
領
主
及
び
バ
ヤ
ー
リ
ン
は
、
奴
隷
主
的
大
世
襲
地
所
有
者
と
し
て
碕
存
し
た
。
彼
等
は
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
キ
イ
と
は
別
個

の
、
特
梅
階
級
を
形
成
し
た
ハ
詮
2
0
）
。
そ
の
結
果
つ
ぎ
に
封
建
的
支
配
棲
力
の
完
全
な
沸
拭
、
奴
隷
制
的
大
世
襲
地
の
解
消
と
し
て
、
集
槽
化
の

第
二
の
段
階
が
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
運
動
の
主
膿
は
、
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
ポ
メ
ス
チ
イ
階
級
で
あ
つ
た
。

　
し
か
も
既
に
、
彼
等
は
階
級
的
組
織
を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
る
（
註
21
）
。
彼
等
に
よ
る
奴
隷
制
的
大
世
襲
地
の
解
消
は
、
一
五
五
八
年
の
北
方

職
孚
（
』
臣
o
琴
釜
凶
8
釜
帥
）
の
失
敗
に
始
ま
つ
た
。
彼
等
は
敗
戦
の
原
因
を
、
特
樺
階
級
の
非
協
力
的
態
度
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
（
註
2
2
）
。

こ
れ
を
口
實
と
し
て
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
キ
イ
と
、
奴
隷
制
的
大
世
襲
地
所
有
者
と
の
抗
箏
が
急
速
に
表
面
化
し
た
。
一
五
六
五
年
、
彼
等
は
恐
怖
手
段

を
も
つ
て
、
特
権
的
大
世
襲
地
所
有
者
を
塵
殺
し
、
そ
の
大
世
襲
地
を
奪
つ
た
。
イ
ワ
ン
・
ワ
シ
ー
リ
ビ
ッ
チ
・
グ
・
ズ
ヌ
イ
（
寓
田
工

切
零
§
需
巽
～
弓
o
臣
匡
評
嶺
。。
o
。
！
嶺
o
o
蒔
）
ー
イ
ワ
ン
雷
帝
の
オ
プ
リ
チ
ニ
ィ
ナ
ア
（
9
℃
国
毒
釜
帥
）
（
註
2
3
）
の
創
設
が
、
こ
の
奴
隷
制
的
灌

力
解
清
の
政
治
的
結
果
で
あ
る
。
か
く
し
て
封
建
的
遺
制
の
貴
族
會
議
は
清
滅
し
、
雷
帝
は
、
全
・
シ
ヤ
の
君
主
「
8
昌
岩
亭
零
憲
℃
9
…
」

と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
サ
モ
ヂ
ェ
ル
ジ
ァ
ビ
ィ
エ
（
8
筈
○
》
昌
※
窃
器
）
i
専
制
政
治
ー
と
は
、
集
樺
的
支
配
権
力
の
完
全
な
勝

利
を
意
味
す
る
。
從
つ
て
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
王
椹
の
階
級
的
基
礎
が
、
最
も
判
然
と
現
わ
れ
て
い
る
。
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
、

小
作
制
的
土
地
所
有
者
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
キ
イ
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
彼
等
ー
ド
ヴ
ォ
リ
ヤ
ン
ス
ト
ヴ
オ
　
（
員
零
℃
差
魯
ぎ
）
ー
貴
族
階
級

（
註
2
5
）
ー
は
、
既
述
し
た
そ
の
役
割
を
、
ゼ
ム
ス
キ
イ
・
サ
ボ
ー
ル
（
器
属
突
属
鵠
8
α
○
℃
）
（
註
2
6
）
を
構
成
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
果
し
て
い
る
。

　
以
上
に
、
奴
隷
主
的
樺
カ
ー
奴
隷
制
が
、
小
作
制
的
椹
力
－
小
作
制
に
焚
展
的
に
解
消
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
分
槽
的
領
主

椹
力
が
解
消
し
て
、
集
灌
的
王
権
が
現
わ
れ
た
。
言
い
か
え
れ
ぱ
小
作
制
的
牧
取
の
普
遍
化
の
過
程
に
、
國
家
形
態
が
、
集
槽
的
形
態
と
し
て
現



わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
、

　
か
く
し
て
、
小
作
制
的
土
地
所
有
者
に
課
せ
ら
れ
た
歴
史
的
課
題
の
解
答
は
、
王
槽
の
生
成
、
集
棲
的
國
家
形
態
の
出
現
に
見
出
さ
れ
る
。
し

か
し
、
支
配
椹
力
集
槽
化
の
要
因
で
あ
つ
た
貨
幣
経
濟
の
震
達
は
、
更
ら
に
先
行
し
て
い
た
（
註
2
7
）
．
こ
の
穫
達
に
封
鷹
し
て
、
自
然
的
形
態
に

よ
る
小
作
料
の
少
か
ら
ぬ
部
分
が
、
貨
幣
に
置
き
代
え
ら
れ
て
き
た
（
註
2
8
）
。
更
ら
に
土
地
所
有
者
は
、
自
ら
の
経
螢
、
す
な
わ
ち
勢
働
地
代

（
Q
8
月
臣
帥
）
を
實
現
し
始
め
て
い
る
（
謎
29
）
。
こ
の
よ
う
ま
牧
取
の
急
激
な
強
化
が
、
農
民
暦
の
抵
抗
を
惹
起
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
間
接
的
な
抵
抗
は
逃
亡
で
あ
つ
た
。
ツ
ア
勢
力
の
伸
長
は
、
農
民
に
逃
亡
の
機
會
を
邊
境
と
言
う
か
た
ち
で
與
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
詐
30
）
。

　
從
つ
て
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
ェ
に
勢
働
力
を
緊
縛
す
る
こ
と
が
、
土
地
所
有
者
に
と
つ
て
最
大
の
間
題
と
な
つ
た
。
政
樺
を
掌
握
し
た
彼
等
は
、
維

濟
的
方
法
で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
な
経
濟
外
的
方
法
を
案
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
勢
働
力
の
緊
縛
手
段
と
し
て
の
國
家
椹
力
の
参
加
は
、
既

に
イ
ワ
ン
三
世
の
法
律
に
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
極
め
て
不
完
全
な
も
の
で
あ
つ
た
（
註
3
1
）
。
十
分
な
方
法
及
び
そ
の
實
現
は
、
支
配
椹

力
の
集
椹
的
な
こ
の
段
階
に
お
い
て
始
め
て
可
能
と
な
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
五
九
七
年
の
勅
令
（
顎
8
）
（
註
3
2
）
、
及
び
後
述
の
農
民
戦
孚
中

に
現
わ
れ
た
コ
ハ
〇
七
年
の
勅
令
（
詮
3
3
）
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
土
地
所
有
者
に
、
逃
亡
農
民
を
逮
捕
す
る
槽
利
を
與
え
、
同
時
に
逃
亡

農
民
を
國
法
上
の
犯
罪
者
と
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
農
民
の
間
接
的
抵
抗
に
謝
す
る
こ
れ
ら
の
有
数
な
手
段
は
、
直
接
的
抵

抗
を
生
ぜ
し
め
た
。
＝
ハ
〇
一
年
に
始
ま
る
一
蓮
の
農
民
職
争
が
こ
れ
で
あ
る
。
蓮
年
の
凶
作
、
從
つ
て
そ
れ
に
伴
う
飢
饒
は
、
農
民
の
叛
飢
を

更
ら
に
激
化
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
叛
飢
鎭
壁
の
指
導
的
役
割
は
、
必
す
し
も
ド
ヴ
ォ
リ
ヤ
ノ
ス
ト
ヴ
ォ
に
よ
つ
て
果
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ

ゴ
ス
チ
に
よ
つ
て
解
決
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
商
業
資
本
は
、
土
地
所
有
者
、
ド
ヴ
ォ
リ
ヤ
ン
ス
ト
ヴ
オ
を
通
じ
て
農
民
を
牧
取

し
て
い
た
。
換
言
す
る
と
、
當
時
の
商
業
資
本
は
、
隷
農
制
的
維
濟
に
し
か
そ
の
生
産
的
基
礎
を
見
出
し
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
從
つ
て
牧
取

形
態
の
根
底
を
破
壊
す
る
蓮
動
に
封
し
て
は
、
最
も
鋭
敏
な
反
作
用
を
示
し
て
い
者
。
か
く
し
て
集
構
的
支
配
椹
力
の
階
級
的
基
礎
は
、
土
地
所

　
　
　
　
・
シ
ヤ
史
の
時
代
塵
分
に
關
す
る
一
試
案
　
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
・
シ
ヤ
史
の
時
代
逼
分
に
關
す
る
一
試
案
　
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

有
階
級
の
み
の
狸
占
で
は
な
く
な
つ
た
。

　
一
六
コ
ニ
年
に
成
立
し
た
・
マ
ノ
フ
王
朝
（
℃
o
害
臣
o
切
負
慧
鼠
畠
巷
×
自
）
の
基
盤
に
は
、
大
土
地
所
有
者
と
商
業
資
本
家
と
の
政
治
的
経

濟
的
抱
合
關
係
が
、
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
、
奴
隷
制
的
牧
取
の
小
作
制
的
牧
取
へ
の
稜
展
を
指
摘
し
．
こ
の
穫
展
の
擦
鮎
と
な
つ
た
モ
ス
ク
ワ
領
主
椹
力
の
獲
展
、
す
な
わ
ち
ツ

ア
櫻
力
の
出
現
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
穫
展
段
階
の
國
家
形
態
は
封
建
的
分
樒
的
國
家
形
態
で
あ
る
。

（
註
－
）
　
モ
ス
ク
ワ
の
地
名
が
、
最
初
に
古
代
丈
厭
に
現
わ
れ
た
の
は
一
一
四
七
年
で
あ
る
。
こ
の
年
、
　
ス
ズ
ダ
リ
の
ユ
リ
ー
・
ド
ル
ゴ
ル
キ
イ
奪
O
屈
三

員
o
自
2
屯
逐
三
）
は
、
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
の
諸
領
有
地
攻
撃
の
た
め
出
渡
し
、
こ
の
地
で
、
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
．
セ
ベ
ル
ス
キ
イ
（
工
O
巽
o
℃
o
員
，
0
8
ε
o
霞
轟
）
の
ク
‘
ニ

ャ
ー
ジ
、
ス
ヴ
ィ
ヤ
ト
ス
ラ
フ
（
∩
雪
8
9
き
）
と
會
見
し
て
い
る
。
（
・
シ
ヤ
年
代
記
、
二
八
三
頁
）
。
数
年
後
、
ユ
リ
ー
は
こ
こ
に
、
す
な
わ
ち
モ
ス
ク
ワ
河
と

ネ
グ
リ
ナ
河
（
工
o
ヨ
ヨ
富
）
の
合
流
黙
に
、
木
柵
を
め
ぐ
ら
し
モ
ス
ク
ワ
と
言
う
町
を
建
て
た
。
當
時
、
こ
の
地
は
ス
ズ
ダ
リ
の
ク
昌
ヤ
r
ジ
が
、
南
方
特
に
キ
ー

エ
フ
と
往
來
す
る
場
合
の
宿
泊
地
で
あ
つ
た
Q
一
三
世
紀
に
は
、
未
だ
長
期
の
特
定
の
支
配
者
が
現
わ
れ
て
い
な
い
。
年
少
者
の
ヴ
・
ス
チ
イ
に
あ
て
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
ス
ズ
ダ
リ
の
ク
ニ
ヤ
｝
ジ
、
ヤ
・
ス
ラ
フ
（
凶
℃
8
き
9
旨
oo
o
o
I
一
認
o
o
）
の
孫
、
ダ
こ
イ
ル
（
員
黛
三
筥
）
が
、
　
二
工
ハ
三
年
こ
の
地
を
ウ

ヂ
エ
ル
と
し
て
領
有
し
た
。
（
ω
・
ズ
』
δ
4
0
零
義
息
｝
o
o
．
r
．
悶
・
H
H
｝
9
や
o
o
I
⑤
㍉
尉
・
頃
”
鰻
o
∫
o
マ
o
律
・
ワ
刈
o
o
・
）
。

（
註
2
）
ω
。
罷
暮
9
0
～
o
マ
昌
も
や
。
。
。
－
。
。
』
ヌ
コ
o
春
8
馨
導
｝
芽
鐸
8
．
［
●
自
．
嗣
曽
㌣
曽
。
。
●

（
註
3
）
　
こ
の
地
方
が
、
森
林
と
河
川
に
よ
つ
て
防
禦
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
諸
領
有
地
に
園
綾
さ
れ
、
南
方
か
ら
の
直
接
的
た
侵
入
が
避
け
ら
れ
た
。
同
時
に

モ
ス
ク
ワ
領
主
が
雫
和
的
で
あ
つ
た
こ
と
も
指
摘
し
得
る
（
閃
●
勺
帥
り
0
9
0
マ
9
蛭
や
“
ト
”
b
O
犀
目
O
〈
の
犀
ざ
O
も
●
o
騨
●
〈
o
り
ト
マ
α
F
）
。

（
註
4
）
　
タ
タ
ー
ル
の
征
服
以
前
に
も
、
一
種
の
關
税
（
＞
一
ぴ
胃
）
が
あ
つ
た
。
し
か
し
彼
等
ば
よ
U
組
織
的
な
穐
制
を
確
立
し
た
。
そ
の
一
つ
が
タ
ム
ガ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
地
方
的
條
件
　
　
橋
、
渡
し
に
よ
り
、
あ
る
い
は
市
場
で
商
品
に
課
せ
ら
れ
た
。
開
租
牧
入
は
一
五
世
紀
頃
ま
で
、
汗
の
財
源
で
あ
つ
た
が
、
一
七
世
紀

ま
で
制
度
そ
の
も
の
は
存
績
し
て
い
る
（
ポ
ク
ロ
フ
ス
キ
イ
、
前
拐
書
、
二
二
〇
ー
ニ
ニ
一
頁
）
。

（
註
5
）
　
タ
タ
ー
ル
は
牧
税
制
度
を
確
立
し
た
。
課
税
の
軍
位
は
、
個
々
の
ソ
ハ
ー
す
な
わ
ち
コ
一
人
の
働
ら
き
手
」
で
あ
る
。
そ
し
て
課
税
者
数
（
．
…
9
0
）
を

把
握
す
る
た
め
・
課
穐
者
原
鯵
（
8
日
ぎ
o
ヨ
肖
o
；
δ
）
を
作
成
し
、
「
撒
え
ら
れ
た
者
」
の
保
護
を
諸
領
主
に
負
わ
せ
て
い
る
。
最
初
・
タ
タ
ー
ル
貞
ら
が
こ
の
徴

稔
に
當
つ
た
が
、
後
、
イ
ワ
ン
一
世
が
徴
貢
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
（
ヌ
ズ
注
O
．
お
零
釜
評
k
塁
ω
●
8
．
肉
●
．
一
。
月
q
や
曽
－
認
乙
》
勾
蝉
”
）
げ
四
q
P
O
や
包
¢
ぎ
一
，

H
”
や
一
謡
●
）
。



（
課
6
）
　
一
三
二
八
1
ご
二
四
〇
と
す
る
も
の
も
あ
る
（
中
尾
霞
霧
矯
o
す
o
ヂ
》
q
9
㎝
一
凶
●
）
。
し
か
し
、
一
般
に
は
コ
ニ
四
一
年
で
あ
る
（
oQ
・
歪
響
o
β
o
ぐ
の

㎎
O
昌
O
巴
即
一
〇
㎎
ざ
即
一
叶
餌
げ
冨
⑫
に
よ
る
）
o

（
訣
7
）
　
ギ
リ
シ
ヤ
正
教
會
は
領
主
の
保
護
の
下
に
生
長
し
て
蓉
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
領
主
的
支
配
椹
力
に
從
腸
し
て
い
た
が
、
タ
タ
ー
ル
の
征
服
は
こ
の
從

周
關
係
を
破
竣
し
た
。
ギ
リ
シ
ヤ
正
教
倉
は
、
汗
及
び
汗
の
一
族
（
最
初
は
異
教
徒
そ
の
後
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
と
な
る
）
の
た
め
に
所
る
こ
と
を
條
件
と
し
て
、
課

税
の
免
除
、
致
會
所
厨
の
人
民
に
封
す
る
裁
凋
樺
等
の
特
権
を
得
て
、
領
主
の
拘
束
か
ら
離
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
領
主
に
と
つ
て
快
い
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
こ

れ
が
原
因
と
な
つ
て
ト
ヴ
エ
ル
の
』
欲
主
は
タ
タ
ー
ル
に
反
抗
し
て
い
る
　
（
7
n
●
℃
o
貯
吋
o
く
駅
犀
ざ
o
や
o
客
．
く
巳
●
押
℃
や
㎝
㎝
！
㎝
9
）
。
　
タ
タ
ー
ル
の
キ
ー
エ
フ
停
…
人

後
、
一
時
ウ
ラ
ヂ
ミ
ー
ル
に
邉
難
し
た
大
司
教
は
、
教
會
の
猫
立
に
伴
つ
て
現
わ
れ
た
諸
領
主
の
抵
抗
を
受
け
、
有
力
な
保
護
者
を
必
要
と
し
て
巻
た
。
ピ
ヨ
ト
ル

大
司
教
（
＞
ゴ
↓
℃
O
昌
O
白
嵩
二
魯
℃
）
は
カ
リ
タ
ー
に
接
近
し
た
。
彼
は
カ
リ
タ
ー
の
助
力
を
得
て
、
モ
ス
ク
ワ
に
、
ウ
ス
．
ヘ
ン
ス
キ
イ
寺
院
（
k
g
O
頴
突
温
脚
8
α
2
、
）

を
建
立
し
た
。

（
註
8
）
　
閃
o
轟
巳
矯
日
『
o
即
q
絵
宣
昌
国
彗
営
お
餌
邑
O
N
舘
謎
ヨ
｝
も
●
b
o
o
o
卜

（
註
9
）
　
彼
の
後
維
者
は
彼
の
弟
で
あ
る
が
、
キ
ー
エ
フ
・
ル
ー
シ
時
代
の
順
位
制
が
残
つ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
彼
に
奈
く
嫡
出
子
が
な
か
つ
た
の
で
は
な
く

（
ω
●
国
暮
o
昌
o
～
o
マ
o
凶
“
や
綿
．
）
六
人
を
数
え
た
が
、
（
》
。
閃
g
冒
げ
曽
g
♀
o
マ
9
ダ
く
巳
・
H
一
層
一
蛤
・
O
o
β
震
巴
o
鳴
『
o
協
昏
o
匡
o
g
器
o
団
犀
q
ユ
一
｛
に

よ
る
）
、
七
ミ
ョ
ン
と
同
様
に
、
ペ
ス
ト
で
死
亡
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
註
1
0
）
　
「
バ
ヤ
ー
リ
ン
と
教
會
の
長
老
に
耳
を
傾
け
よ
」
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
「
父
祖
の
遣
芳
も
叉
我
が
燈
し
び
も
、
清
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
」

（
中
蜀
弩
o
望
o
マ
9
甘
づ
●
ミ
●
）
。

（
設
U
）
閃
●
評
お
頓
」
三
9
℃
・
§
“
臣
。
寄
冨
富
＆
）
o
マ
葺
。
〈
o
一
」
も
℃
。
置
。
－
置
刈
。

（
註
1
2
）
イ
ワ
ン
ニ
世
の
死
後
、
ス
ズ
ダ
リ
の
領
主
ド
ミ
ト
リ
（
員
o
釜
三
邑
δ
は
、
ヤ
リ
ー
ク
　
　
汗
の
與
え
る
一
〇
辞
①
霞
も
辞
o
り
骨
（
鋭
即
”
筥
げ
帥
q
斜
o
マ

o
客
・
＜
巳
・
㌍
マ
爲
9
）
　
　
を
得
て
、
大
侯
と
な
つ
た
。
モ
ス
ク
ワ
の
バ
ヤ
ー
リ
ン
は
、
大
侯
の
地
位
を
奪
圓
す
る
た
め
に
當
時
十
一
才
で
あ
つ
た
ド
、
・
・
ト
リ
を
馬
に

乗
せ
て
、
ス
ズ
ダ
リ
の
首
都
ウ
ラ
ヂ
ミ
｝
ル
に
向
つ
た
。
こ
こ
に
モ
ス
ク
ワ
領
主
は
再
び
大
侠
の
稽
號
を
得
る
こ
と
か
出
來
た
（
閃
・
勺
帥
門
o
望
o
マ
o
詳
．
マ
刈
♂
）
Q

し
か
し
、
大
候
は
軍
に
欝
號
の
み
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
な
つ
て
、
ド
ミ
ト
リ
は
諸
領
主
の
實
力
的
中
心
と
な
り
、
タ
タ
ー
ル
支
配
（
昆
昆
℃
β
謡
臣
）
か
ら
の

解
放
を
碓
只
行
し
て
い
る
　
　
失
敗
に
絡
る
　
　

（
ψ
℃
冨
♂
O
β
O
～
O
亨
O
帥
“
b
戸
O
“
お
Qc
●
）
。

（
註
1
3
）
　
切
。
ス
昌
δ
．
お
切
o
｝
自
蔚
気
塁
ω
．
8
．
幽
。
‘
●
自
｝
o
∈
。
図
o
o
㌣
認
o
o
。

（
詫
14
）
　
第
二
章
、
訣
8
参
照
。
9
旨
鷺
0
5
0
や
a
鉾
ぎ
一
．
一
｝
宰
曽
●

（
註
1
5
）
　
ω
．
ス
葭
o
．
お
零
義
轟
一
k
閑
3
。
8
．
劉
ヂ
自
）
自
マ
N
g
o
o
o
l
器
“
。
す
な
わ
ち
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
エ
の
原
則
が
世
襲
地
に
滲
透
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一

　
　
　
ロ
シ
ヤ
史
の
時
代
雇
分
に
閲
剛
す
る
一
試
・
案
　
（
二
・
小
兀
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
ロ
シ
ヤ
史
の
痔
代
匿
分
に
關
す
る
輔
試
案
　
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

六
世
紀
後
牛
以
降
に
は
、
逆
に
世
襲
地
の
原
則
が
ポ
メ
ス
チ
ィ
エ
を
支
配
し
て
き
た
。
ポ
メ
ス
チ
イ
エ
が
世
襲
化
し
た
の
で
あ
る
。

（
註
弼
）
　
q
●
冒
餌
く
O
胃
｝
O
b
●
O
一
“
〈
O
一
●
㌍
b
℃
●
図
㎝
1
図
O
。

（
註
1
7
）
　
奈
ル
ー
シ
の
「
ダ
ー
二
を
手
中
に
牧
め
た
」
憩
｝
醒
曾
員
一
目
£
℃
曳
§
（
ω
●
ス
冒
6
．
お
田
霞
芦
気
釜
曾
8
．
嗣
。
、
剛
。
自
u
自
マ
旨
。
）
の
は
、
イ
ワ
ン
一
世

で
あ
る
が
、
「
セ
ミ
ヨ
ン
は
全
領
主
を
そ
の
手
中
に
牧
め
た
」
　
の
一
一
β
Φ
O
昌
　
晒
．
叶
げ
Φ
男
8
q
α
、
、
げ
騨
山
　
帆
．
巴
一
閃
9
緩
置
冨
b
匡
目
o
①
の
G
β
山
①
門
げ
誌
げ
”
冨
α
、
、
（
ω
・

唱
置
叶
○
冨
o
メ
o
や
o
一
¢
b
●
O
ド
）
の
で
あ
る
。
し
か
し
』
領
主
燈
鵬
力
の
解
濡
は
一
六
世
紀
ま
で
、
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
註
1
8
）
　
そ
の
一
例
と
し
て
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
の
揚
合
を
摯
げ
て
み
る
。
　
一
五
〇
〇
年
の
丈
書
に
よ
る
と
、
　
二
つ
の
、
匿
（
【
ヨ
↓
…
富
）
に
百
六
の
ポ
メ
ス
チ
イ
が
創
設

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
土
地
に
は
窪
千
の
宅
地
と
、
四
千
の
農
民
と
そ
の
家
族
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ノ
ー
ガ
ゴ
ロ
ド
地
方
の
農
耕
適
地
の
牛
分
が
ポ

メ
ス
チ
イ
に
韓
化
さ
れ
た
（
9
ズ
』
す
お
零
溢
轟
噂
k
宍
器
●
8
．
肉
●
タ
自
一
9
マ
器
9
）
。

（
詫
1
9
）
　
リ
ヤ
シ
チ
ェ
ン
コ
、
前
掲
書
、
二
〇
一
頁
。
●
ポ
メ
ス
チ
イ
の
櫓
加
と
共
に
、
こ
れ
ら
の
統
括
機
關
　
　
ポ
メ
ス
ト
ヌ
イ
．
プ
リ
カ
ー
ズ
（
コ
9
お
臼
｝
亭
暮

三
）
≡
｛
舘
）
　
　
が
生
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
中
央
集
椹
的
政
治
組
織
と
し
て
必
ず
し
も
＋
分
な
も
の
で
な
い
に
し
て
も
（
ポ
ク
ロ
フ
ス
キ
イ
、
前
掲
書
、
三
〇
二
－

三
〇
三
頁
）
、
ポ
メ
ス
チ
イ
を
通
し
て
、
集
樺
化
の
傾
向
の
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
（
切
●
久
員
δ
．
お
零
養
蔚
k
塁
野
8
．
一
，
．
一
。
一
一
噂
o
↓
℃
●
器
S
“
9

竃
”
〈
O
胃
り
O
℃
●
〇
一
6
●
〈
O
一
．
朗
b
。
Q
●
o
o
●
）
。

（
註
2
0
）
　
領
主
（
旨
o
蓼
ま
5
臣
お
ヨ
）
は
勤
務
侠
（
9
治
器
9
薫
o
塁
お
玄
）
と
な
つ
た
が
、
特
櫃
的
仕
襲
地
　
　
御
料
地
を
所
有
し
、
司
法
行
政
の
主
要
な

地
位
を
占
め
た
。
彼
等
の
バ
ヤ
ー
リ
ン
も
又
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ツ
チ
ェ
ス
ト
ヴ
ォ
（
o
↓
．
お
雪
8
）
　
　
身
分
　
　
が
、
す
べ
て
の
地
位
を
一
決
定
し
た
の

で
あ
る
。
彼
等
は
出
只
一
族
命
鼎
眺
（
α
o
蕊
）
皇
合
ぬ
》
侵
ン
富
）
を
樵
…
成
す
る
。
（
ポ
ク
ロ
フ
ス
キ
イ
、
前
掲
坐
口
、
三
〇
一
ー
ー
三
〇
二
頁
。
切
・
久
』
δ
一
お
切
o
霞
三
｝
気
ズ
お
・
o
o
．
肖
・

【
一
。
H
目
｝
O
↓
℃
。
一
㎝
N
●
）
。

（
註
2
1
）
彼
等
は
オ
ク
ラ
ド
チ
ィ
キ
イ
（
o
宍
昌
鋤
泪
．
ヨ
ズ
5
を
選
出
し
て
、
　
相
互
の
連
絡
を
は
か
り
、
　
叉
ゴ
ロ
ド
ゲ
ィ
エ
・
プ
リ
カ
シ
チ
ィ
キ
イ
（
8
℃
o
h
o
頭
・
お

＝
℃
｝
凶
塁
【
量
釜
）
　
と
呼
ぶ
代
表
に
、
租
稔
あ
る
い
は
そ
の
地
方
の
防
術
等
の
諸
問
題
を
討
議
さ
せ
た
。
胸
オ
ク
ラ
ド
チ
ィ
キ
イ
は
、
そ
の
後
ザ
、
ム
ス
キ
イ
．
サ
ボ
ー

ル
に
出
席
し
國
政
に
滲
血
ハ
し
て
い
る
（
ω
●
ズ
詣
δ
・
お
国
o
霞
一
辞
気
宍
お
●
o
O
．
國
9
．
肖
●
一
H
》
q
℃
●
凶
α
ド
）
。

（
註
22
）
　
こ
の
職
争
は
、
イ
ワ
ン
．
宙
帝
が
、
リ
ヴ
オ
ニ
ヤ
（
詣
哨
盲
o
諾
寓
訟
）
地
方
の
獲
得
を
企
て
た
こ
と
に
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ル
チ
ッ
ク
海
の
出
口
で
あ
る
リ

ガ
（
』
＝
暴
）
、
レ
バ
フ
（
℃
o
器
区
）
及
び
ナ
ル
．
ハ
ァ
（
エ
弓
器
）
の
諸
港
を
、
商
業
資
本
が
、
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
リ
ヴ
ォ
ニ
ヤ
の
背
後
に
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス

エ
ー
デ
ン
の
強
國
が
あ
り
、
又
國
内
に
も
、
総
指
揮
賞
で
あ
る
著
名
の
大
貴
族
ク
ル
ー
プ
ス
キ
イ
（
ス
巻
α
突
呂
）
の
寝
返
り
が
あ
つ
て
、
そ
の
目
的
は
挫
折
し
た

（
》
●
菊
餌
旨
ご
四
q
山
｝
O
も
●
O
詳
■
〈
O
一
9
一
．
b
℃
●
一
〇
一
ー
一
〇
N
。
“
閃
。
】
W
Φ
”
N
一
〇
『
｝
閃
目
U
獣
節
｝
一
〇
一
〇
〇
．
も
℃
。
一
一
“
－
－
一
一
〇
。
“
竃
・
℃
O
犀
周
O
〈
ω
犀
団
｝
O
℃
・
O
一
豆
く
O
一
●
酬
b
●
こ
隠
刈
。
）
。

（
誰
23
）
　
o
b
匡
o
『
三
昌
曽
の
O
づ
匡
o
げ
（
〇
三
§
．
肖
ぴ
）
は
、
”
唱
餌
詳
あ
る
い
は
器
郊
帥
『
餌
言
で
あ
る
が
（
閃
・
切
o
餌
巳
①
ざ
o
亨
息
虻
や
昌
“
・
只
領
有
地
時
代
（
本
論



第
二
章
）
領
主
の
寡
婦
が
遺
贈
に
よ
つ
て
所
有
す
る
世
襲
地
を
、
　
オ
プ
リ
チ
ナ
ア
（
o
コ
℃
零
…
器
）
と
呼
ん
だ
（
¢
国
暮
o
β
0
5
0
マ
9
¢
℃
●
霞
9
）
。
　
麟
五
六

五
年
、
イ
ワ
ン
雷
帝
は
彼
白
身
の
オ
プ
リ
チ
昌
イ
ナ
ア
　
　
特
別
の
王
室
領
　
　
を
創
設
し
た
。
こ
れ
は
、
巾
央
及
び
北
方
の
廣
範
な
地
域
を
占
め
、
数
都
市
が
包

含
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
王
室
領
を
、
彼
自
身
（
特
別
）
の
貴
旋
、
家
臣
、
出
納
官
、
保
安
官
、
書
記
、
從
者
等
の
扶
養
に
あ
て
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は

最
初
数
千
の
精
兵
を
選
出
し
、
　
一
時
彼
等
を
モ
ス
ク
ワ
の
特
別
の
一
劃
に
居
住
さ
せ
た
（
9
ズ
』
す
お
零
霞
F
ざ
｛
卑
野
8
．
國
’
F
自
一
自
亨
一
〇
〇
ド
）
。
　
彼
等
は
黒
色

の
馬
に
乗
り
・
黒
衣
を
着
け
・
鞍
の
前
窪
に
犬
の
頭
を
つ
け
、
治
安
の
象
徴
と
し
て
帝
を
持
つ
た
と
言
う
（
中
b
鷲
＄
・
o
や
鼠
¢
層
お
O
・
）
。
し
か
し
・
オ
プ
リ

チ
昌
イ
ナ
ア
の
創
設
に
よ
つ
て
、
杢
領
土
が
つ
ぎ
の
二
つ
の
範
疇
に
厨
し
た
こ
と
が
注
日
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
前
蓮
の
オ
プ
リ
チ
ニ
ィ
ナ
ア
と
ゼ
ェ

ム
シ
チ
ィ
ナ
ア
（
ω
0
7
一
月
一
岳
㊤
）
で
あ
る
閃
o
o
『
O
o
緒
員
帥
℃
自
閃
O
℃
自
ω
員
o
邑
ま
O
臼
ぴ
＝
帥
員
切
帥
‘
山
Q
『
F
属
90
ω
o
霞
β
箪
蔓
凝
O
ロ
マ
一
．
幽
霞
ま
ざ
　
（
ω
●
ズ
白
O
．
お
閃
o
霞
誉
｝

k
閑
山
ω
・
8
F
ヂ
目
｝
9
・
マ
一
〇
〇
ド
）
。
ゼ
エ
ム
シ
チ
ィ
ナ
ア
の
土
地
所
有
者
は
、
ゼ
エ
ム
ス
キ
ィ
エ
・
バ
ヤ
ー
リ
エ
（
ω
0
7
一
〇
霞
お
α
o
凶
℃
o
）
、
す
な
わ
ち
ポ
メ
ス
チ
ィ

キ
イ
で
あ
る
。
し
か
し
て
ゼ
ェ
ム
シ
チ
ィ
ナ
ア
を
統
括
す
る
も
の
は
、
既
蓮
し
た
中
央
行
政
機
關
（
も
嗣
美
器
呂
で
あ
る
が
、
重
要
問
題
に
は
ド
ウ
マ
・
ゼ
ェ
ム
ス

キ
ィ
フ
・
ボ
ヤ
ー
ル
（
泪
ぢ
嬉
器
蕎
臣
図
9
着
）
が
獲
一
　
．
両
し
た
。
オ
プ
リ
チ
ニ
ィ
ナ
ア
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
皇
帝
が
統
括
す
る
。
從
つ
て
、
オ
プ
リ
チ
ニ
ィ
ナ

ア
の
創
設
は
・
特
梅
的
大
世
襲
地
の
解
沿
す
な
わ
ち
封
建
的
支
配
椹
力
の
彿
拭
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
（
ψ
型
暮
o
眉
o
メ
o
や
9
“
℃
・
一
器
・
）
。

（
註
24
）
ω
●
ズ
詣
δ
昂
零
釜
F
k
鋸
卸
0
2
。
チ
ロ
｝
臼
マ
一
〇
〇
●
　
一
四
五
三
年
、
ト
ル
コ
人
に
よ
る
コ
ン
ス
タ
ン
チ
／
｝
プ
リ
陥
落
後
、
ロ
シ
ヤ
は
唯
一
の
ギ
リ

シ
ヤ
正
教
國
と
な
つ
た
。
こ
の
結
果
、
ッ
ア
ル
（
仁
山
℃
ぴ
）
と
第
三
ロ
ー
マ
帝
國
の
稻
號
が
、
　
モ
ス
ク
ワ
領
主
と
ロ
シ
ヤ
に
血
ハ
え
ら
れ
た
（
ω
．
閲
冨
“
O
胃
O
～
O
や

〇
一
“
b
b
●
一
置
山
嵩
。
）
。

（
註
2
5
）
　
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
特
椹
的
大
世
襲
地
が
溶
滅
し
た
が
、
本
來
、
一
時
的
保
有
と
す
る
ポ
メ
ス
チ
イ
が
漸
次
世
襲
化
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
第
一
に

来
在
を
止
め
た
時
、
そ
の
二
割
が
與
え
ら
れ
た
。
第
二
に
木
仕
者
が
そ
の
ポ
メ
ス
チ
ィ
エ
を
買
坂
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
キ
イ
は
世
襲
的

土
地
所
有
者
に
輔
花
し
た
（
ポ
メ
ス
チ
ィ
エ
制
の
最
終
的
破
棄
は
ピ
ヨ
ー
ト
ル
（
℃
①
↓
℃
｝
一
①
o
o
㌣
一
昌
o
o
■
）
の
改
革
に
よ
る
）
。
　
こ
の
よ
う
に
世
襲
化
し
た
ポ
メ
ス
チ

ィ
エ
所
有
者
は
、
　
一
般
に
ド
ヴ
オ
リ
ヤ
ニ
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
o

（
註
2
6
）
　
貴
族
階
級
の
代
表
槻
關
で
あ
る
。
　
一
五
五
〇
年
に
始
め
て
、
こ
の
會
議
は
イ
ワ
ン
需
帝
に
よ
つ
て
召
集
さ
れ
た
　
（
舜
ズ
員
δ
冨
零
霞
愚
”
気
鋸
9
0
0
．
肉
・
．
肉
・

昌
矯
9
マ
o
o
O
o
o
6
遷
’
）
。
し
か
し
＝
ハ
世
紀
後
牛
に
は
、
貴
族
以
外
の
代
表
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
商
業
階
級
の
代
表
で
あ
る
（
ポ
ク
ロ
フ
ス
キ
イ
前
掲
書
、
三

〇
四
ー
⊥
二
〇
五
頁
）
。

（
詐
2
7
）
「
吾
が
國
の
経
濟
的
炎
展
の
最
も
完
成
し
た
時
代
の
一
つ
」
で
あ
る
商
業
資
本
主
義
の
時
代
」
、
一
五
・
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
末
ま
で
に
、
「
封
建
・
世

襲
地
輝
濟
征
服
の
第
一
歩
」
を
甦
め
た
（
リ
ヤ
シ
チ
ェ
ン
コ
、
前
撮
書
、
一
七
九
　
　
一
八
○
頁
）
。
又
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
、
一
六
世
紀
に
白
海
を
緯
て
新
ら
し
い
商

覗
兼
路
を
…
閉
い
て
い
る
（
7
8
国
O
＜
巴
Φ
＜
胆
犀
嘱
●
o
b
●
腐
甘
℃
℃
・
”
刈
面
o
o
。
）
。
ウ
ォ
ロ
グ
ダ
（
ゆ
o
』
o
弓
＞
角
）
、
ホ
ル
モ
ゴ
ル
イ
（
区
o
昌
ン
δ
『
o
℃
＝
）
、
　
ア
ル
ハ
ン
ゲ
リ
ス
ク

　
　
　
ロ
シ
ヤ
史
の
時
代
匠
分
に
關
す
る
一
試
案
　
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
ロ
シ
ヤ
史
の
時
代
匿
分
に
關
す
る
一
試
案
　
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

（
諺
℃
旨
胃
窓
8
δ
等
の
都
市
が
劃
英
貿
易
に
滲
加
し
て
い
る
（
【
－
悶
。
頃
旨
碧
」
〈
E
戻
量
O
露
妻
房
呂
℃
馨
｝
一
巷
£
8
∩
O
∩
∫
ぢ
器
●
F
一
堕
9
マ
ド
）
。

（
註
2
8
）
　
こ
の
傾
向
は
エ
ハ
世
紀
後
牛
以
降
に
獲
蓮
し
て
い
る
。
例
え
ば
ヴ
ャ
ト
カ
（
閃
義
臭
0
6
地
方
の
農
民
は
、
　
エ
ハ
世
紀
中
頃
に
・
エ
ハ
パ
ー
セ
ン
ト
は
貨
幣

を
も
つ
て
支
配
し
て
い
る
（
二
●
切
卑
超
5
《
釜
卸
8
．
一
・
．
悶
●
一
博
o
↓
℃
。
ド
リ
ヤ
シ
チ
ェ
ン
コ
、
前
禍
書
、
一
九
二
1
ー
一
九
三
頁
）
。

（
註
2
6
）
』
冒
雪
β
。
や
。
寄
琶
」
も
b
』
・
。
－
塗
．
邑
●
穿
｝
霞
』
奮
も
2
腰
～
卜
ξ
る
●
リ
ヤ
シ
チ
ェ
ン
コ
、
前
掲
書
・
晃
0
　
晃
責
。

（
註
3
0
）
　
カ
ザ
ン
（
ズ
お
鎖
肖
）
、
ア
ス
ト
ラ
ハ
ー
ン
（
＞
Q
も
髪
孕
9
）
の
南
部
ロ
シ
ヤ
地
方
に
、
　
一
五
五
六
年
タ
タ
ー
ル
汗
の
勢
力
を
駆
遽
し
後
、
多
数
の
ポ
メ
ス

チ
イ
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
地
方
は
殆
ん
ど
無
人
地
帯
で
あ
つ
た
た
あ
、
ポ
メ
ス
チ
ィ
キ
イ
は
巾
央
地
方
の
農
民
を
誘
致
し
た
。
從
つ
て
、
こ
の
地
方
へ
の
植
民
あ

る
い
は
逃
亡
に
よ
り
、
中
央
地
方
に
一
時
、
無
人
化
の
現
象
が
現
わ
れ
て
い
る
（
9
函
〇
三
議
o
P
o
亨
9
甘
℃
℃
。
一
堅
嶺
●
）
。

（
註
31

）
　
農
民
の
移
動
に
あ
る
制
限
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
一
一
月
二
六
日
の
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
祭
の
前
後
一
週
問
（
丁
度
牧
獲
後
に
當
る
）
を
小
作
契

約
の
解
除
し
得
る
期
間
と
し
た
。
絢
、
プ
ス
コ
フ
で
は
一
一
月
四
日
の
セ
ン
ト
・
ヒ
イ
リ
ッ
プ
祭
と
し
て
い
る
（
9
鵠
曽
ぐ
霞
～
o
マ
a
鉾
ぐ
o
一
●
ど
や
畠
’
∀

（
註
o
。
G
o
）
　
ボ
リ
ス
・
ゴ
ド
ノ
（
団
O
宅
δ
「
O
h
賓
＝
0
9
一
㎝
O
Q
Q
I
一
①
O
㎝
）
　
　
皿
彼
は
選
暴
帝
で
あ
る
（
ω
●
勺
置
叶
昌
o
～
O
や
o
一
鉾
b
や
一
“
㎝
∴
広
～
）
　
　
の
勅
命
・
は
、
「
一

五
九
七
年
九
月
一
日
以
前
の
五
ケ
年
内
に
、
そ
η
耕
作
地
か
ら
農
民
が
逃
亡
し
、
地
主
が
こ
れ
を
告
訴
し
た
場
合
、
裁
刎
所
は
、
そ
の
農
民
が
生
存
す
る
限
り
、
そ

の
農
民
及
び
そ
の
家
族
、
財
産
を
、
強
制
的
に
復
鋪
せ
し
め
る
地
主
の
正
當
な
椹
利
を
、
承
認
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
（
q
●
竃
餌
く
o
♪
o
穿
9
納
ぐ
2
●

h
｝
や
9
●
）
。

（
詮
33

）
僻
租
者
ド
、
・
・
ト
リ
ー
（
碧
萎
も
匿
）
　
眞
貧
r
ミ
ト
リ
は
蓋
空
年
殺
害
さ
れ
て
い
る
（
ψ
＝
暮
。
ぎ
く
も
亨
簿
●
唇
一
牟
這
・
）
　
の
叛

胤
（
竃
●
男
O
す
O
〈
艮
ざ
O
層
息
甘
く
巳
●
押
も
マ
“
甲
，
謡
・
二
山
・
尉
自
碧
｝
∪
、
塁
ω
・
8
．
【
・
ヂ
ど
9
マ
O
O
①
6
0
0
0
・
）
を
鎭
厘
し
た
指
導
者
、
大
貴
族
、
大
商
人
で
あ
つ

た
撰
而
φ
帝
シ
ュ
ー
ス
キ
イ
（
＝
」
覧
剛
o
霞
葺
）
の
勅
令
で
あ
る
。
狗
、
農
民
職
争
は
こ
れ
で
終
止
し
て
は
い
な
い
。
一
六
一
三
年
ま
で
、
連
績
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。

む
　
す
　
ぴ

　
本
論
は
、
ズ
ラ
ヴ
耽
會
に
現
わ
れ
た
國
家
形
態
の
褒
展
を
、
牧
取
形
態
の
嚢
展
か
ら
考
察
し
た
。
し
か
し
て
、
そ
こ
に
三
つ
の
國
家
形
態
の
襲

展
段
階
を
見
出
し
得
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
兵
商
的
分
構
的
形
態
、
封
建
的
分
槽
的
形
態
及
び
封
建
的
集
機
的
形
態
の
諸
段
階
で
あ
る
。
第

一
の
段
階
は
、
移
住
後
の
八
世
紀
か
ら
一
〇
世
紀
末
ま
で
で
あ
る
。
第
二
の
段
階
は
、
土
地
所
有
襲
生
の
コ
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
中
頃
ま
で
で

あ
る
。
そ
し
て
第
三
の
段
階
は
、
モ
ス
ク
ワ
領
主
の
諸
領
有
地
征
服
が
始
ま
る
一
五
世
紀
中
頃
以
降
の
段
階
で
あ
る
。



　
以
上
の
諸
段
階
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
耽
會
的
政
治
的
中
心
地
の
地
名
で
表
現
す
る
と
、
キ
ー
エ
フ
・
ル
ー
シ
、
ス
ズ
ダ
リ
。
ル
ー
シ
及
び
モ
ス
ク

ワ
・
ル
ー
シ
の
諸
時
代
と
な
る
。

　
七
世
紀
後
牛
の
移
佳
後
か
ら
一
七
世
紀
初
頭
ま
で
の
ス
ラ
ヴ
肚
會
の
護
展
は
、
前
述
の
よ
う
な
三
段
階
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
一
般
の

O
ξ
書
o
ざ
讐
o
巴
な
匠
分
と
異
な
る
よ
砂
合
理
的
な
時
代
亙
分
を
な
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
完
）

・
シ
ヤ
史
の
時
代
匿
分
に
關
す
る
一
試
案
　
（
二
・
完
）

三
九


